
〔　給与所得控除額の見直し　〕
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〔　特定支出控除の見直し　〕

　【　現行　】

勤務必要経費
図書費・衣服費・交際費
職業上の団体の会費

資格取得費
弁護士、税理士、

公認会計士等

現行の
特定支出額

給与所得
控除額

　【　改正案　】

（1/2）

（1/2）

給与所得控除額

現行の
特定支出額

拡
　
充

比較

控
除
額

控
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上限65万円

　①　給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
　　　→　給与所得控除額×１／２

　②　給与等の収入金額が1,500万円超の場合
　　→　１２５万円

給与所得控除額に加算

－付録②－ ＜税制調査会資料より引用＞



〔　成年扶養控除の見直し　〕

年齢23歳以上 年齢23歳以上

70歳未満ですか？ 70歳未満ですか？

年齢65歳以上

70歳未満ですか？

障害者ですか？

（障害者控除の対象となる者）

介護保険法の要介護認定者

又は要支援認定者ですか？

心身の状態により就労が困難

と認められる所定の者ですか？

学校等の学生、生徒等ですか？

（勤労学生控除の対象となる者）

成
年
扶
養
控
除
が
受
け
ら
れ
な
い

居住者の合計所得金額が400万円超の場合 居住者の合計所得金額が400万円以下の場合

その方は扶養親族ですか？その方は扶養親族ですか？

成
年
扶
養
控
除
が
受
け
ら
れ
る

成
年
扶
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控
除
が
受
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れ
る
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年
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○　改正前後の法人実効税率
　　【　改正前　】

　〔　３０×（１＋０．２０７）＋７．５５２　〕÷（１００＋７．５５２） ≒ ４０．６８％

　　　　３０：現行法人税率

　０．２０７：現行住民税率（東京都の超過税率を加味）

　７．５５２：事業税率（外形標準課税の適用を前提としたもの） 　　

　　　　　　　→２．９×１．４８＋２．９×１．１２５≒７．５５２ 　　

　　【　改正後　】

〔　２５．５×（１＋０．２０７）＋７．５５２　〕÷（１００＋７．５５２） ≒ ３５．６３％

　　２５．５：改正法人税率

　０．２０７：現行住民税率（東京都の超過税率を加味）

　７．５５２：事業税率（外形標準課税の適用を前提としたもの）

　　　　　　　→２．９×１．４８＋２．９×１．１２５≒７．５５２

○　減価償却制度の見直し

　原則：２５０％定率法

例外：２００％定率法の選択可

　　※あくまで「取得日」基準での適用ですが、平成23年3月31日以前に取得した減価償却資産について法人の選択で200％定率法の適用が可能です。
　　※250％定率法を採用している減価償却資産について、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、
　　　その償却率を200％定率法の償却率に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができる措置が設けられます。

２００％定率法×

H２３．４．１

取得

H２３．４．１

×

取得 事業供用

法人税率５％引き下げではなく
法人実効税率の５％引き下げに！

－付録④－ ＜Ｔ＆Ａ masterより一部引用＞



○ 繰越欠損金に係る改正の適用イメージ

課税対象（20）

100×80％

　＝80 非課税（80）

（7年繰越可） （9年繰越可）

調整後 繰越控除前
欠損金額 所得金額

（８０） （１００）

　◆事業年度終了時における資本金の額が１億円以下の普通法人や公益法人等，協同組合等などは８０％制限の適用はありません。

　　 ただし、１社又は複数の大法人（資本金５億円以上）で発行済株式の全てを保有されている場合を除きます。

ｈ20.4.1 ｈ21.4.1 ｈ22.4.1 ｈ23.4.1 ｈ24.4.1

（欠損金）

６０
（欠損金）

４０

ｈ20.4.1以後終了事業年度において
生じた欠損金から繰越期間が9年に！

ｈ23.4.1以後に開始する事業年度
から所得金額の80％に制限！！

６０

４０

×

確定申告

相
殺

－付録⑤－ ＜Ｔ＆Ａ masterより一部引用＞



○　新贈与税（相続時精算課税制度の対象とならない贈与）の税率比較

　　 平成23年1月1日以後の贈与については、受贈者により適用される税率構造が異なりますが、税率表（速算表）を並べてみると次のとおりです。

（新）直系卑属への贈与（ ８ 段階） （新）一般（左記以外）の贈与（ ８ 段階） ＜参考＞現行の贈与税率表（ ６ 段階）

基礎控除後の 基礎控除後の 基礎控除後の

課税価格 課税価格 課税価格

200万円以下 １０％ － 200万円以下 １０％ － 200万円以下 １０％ －

－ － － 300万円以下 １５％ １０万円 300万円以下 １５％ １０万円

400万円以下 １５％ １０万円 400万円以下 ２０％ ２５万円 400万円以下 ２０％ ２５万円

600万円以下 ２０％ ３０万円 600万円以下 ３０％ ６５万円 600万円以下 ３０％ ６５万円

1千万円以下 ３０％ ９０万円 1千万円以下 ４０％ １２５万円 1千万円以下 ４０％ １２５万円

1,500万円以下 ４０％ １９０万円 1,500万円以下 ４５％ １７５万円 1千万円超 ５０％ ２２５万円

3千万円以下 ４５％ ２６５万円 3千万円以下 ５０％ ２５０万円

4,500万円以下 ５０％ ４１５万円 3千万円超 ５５％ ４００万円

4,500万円超 ５５％ ６４０万円

◆ 直系卑属への贈与では贈与財産が４００万円以下までは１５％であるのに対し、一般贈与では２０％となり、以下　３，０００万円まで

　５％～１０％税率が直系卑属への贈与の方が一般贈与より低く設定してあることが解ります。

    更に、直系卑属への贈与では４，５００万円までは５０％であるのに対して、一般贈与では３，０００万円までが５０％となっており、

　３，０００万円を超えると最高税率の５５％となります。

（例）　親が子（或いは孫、曾孫）に１，２００万円の現金を贈与した場合

　（1）現行の贈与税・・・1,200万円×50％－225万円＝３７５万円

　（2）新贈与税

　　①受贈者である子等が20歳以上の場合・・・1,200万円×40％－190万円＝２９０万円

　　②受贈者である子等が20歳未満の場合・・・1,200万円×45％－175万円＝３６５万円

税　率 控　除　額税　率税　率 控　除　額控　除　額

 「現行贈与」と「新一般贈与」とでは税負担は10万円の
 差ですが、「直系卑属贈与」とでは８５万円の税負担の
 差が生じます！

－付録⑥－



〔　消費税・免税事業者要件の見直し　〕

【　現行　】

（　前期　） （　当期　）

課税売上　3,000万円 課税売上　3,000万円

【　改正案　】

（　前期　） （　当期　）

課税売上　3,000万円 課税売上　3,000万円

※　課税売上高に代えて、給与等の支払金額で判定することもできる。

（　翌期　）

課税売上　800万円

（　前々期　）

（　前々期　） （　翌期　）

課税売上　800万円

免税 免税 課税

免税 課税 課税

上半期（個人は1月～6月、法人は6ヶ月間）で課税売上高が1,000万円超・・・

当期が課税事業者になるか否かは「前々期」の課税売上高のみで判定
∴前期の課税売上高が急増しても課税事業者になるのは翌期から！

上半期で課税売上高（※）が1,000万円を超えたら、その翌期（上図では「当期」）から課税事業者となる。
（前期の課税期間が７月以下や、５月以下の場合には所定の期間の課税売上高（※）で判定する。）

－付録⑦－ ＜T＆A masterより一部引用＞




